
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

はっとり社会保険労務士事務所 

 

経営者様・ご担当者様のみなさまへ、人事労務に関する情報をご提供します！ 

人事労務だより 

 

高年齢者雇用 

 

～今月の特集～ 

【令和８年４月１日施行】高年齢者の労働災害防止のための指針 
 
 
～ 

ハラスメント 

 筋力、バランス能力、敏捷性、全身持久力、感覚機能及び認知機能の低下等の高年齢者の特性を考慮して、
作業内容等の見直しを検討し、実施すること。その際、高年齢者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の
実情に応じた優先順位をつけて対策に取り組むこと。 

（２）高年齢者の特性を考慮した作業管理 
 

 身体機能が低下した高年齢者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の施設、設備、装置
等の改善を検討し、必要な対策を講じること。その際、高年齢者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の
実情に応じた優先順位をつけて、施設、設備、装置等の改善に取り組むこと。 

（１）身体機能の低下を補う設備・装置の導入 
 

２．職場環境の改善 

 高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット事例
から危険源の洗い出しを行い、当該リスクの高さを考慮して高年齢者労働災害防止対策の優先順位を検
討すること。その際、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」（平成 18 年３月 10 日危険性又は有害性等の調査等に関

する指針公示第１号。以下「リスクアセスメント指針」という。）に基づく手法で取り組むよう努めるものとすること。 

リスクアセスメントの結果も踏まえ、次の２から５までに掲げる事項を参考に優先順位の高いものか
ら取り組む事項を決めること。なお、リスクアセスメント指針を踏まえ、リスク低減措置については、
次のア～エに掲げる優先順位で措置内容を検討の上、実施することに留意すること。 
ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は
低減する措置 

イ 手すりの設置や段差の解消等の工学的対策 
ウ マニュアルの整備等の管理的対策 
エ 身体負荷を軽減する個人用の装備の使用 
取組に当たっては、年間推進計画を策定し、当該計画に沿って取組を実施し、当該計画を一定期間で

評価し、必要な改善を行うことが望ましいこと。 

（２）危険源の特定等のリスクアセスメントの実施 
 

ア 経営トップによる方針表明及び体制整備 
高年齢者労働災害防止対策を組織的かつ継続的に実施するため、次の事項に取り組むこと。 

 ・経営トップ自らが、高年齢者労働災害防止対策に取り組む姿勢を示し、企業全体の安全意識を高め
るため、高年齢者労働災害防止対策に関する事項を盛り込んだ安全衛生方針を表明すること。 

 ・安全衛生方針に基づき、高年齢者労働災害防止対策に取り組む組織や担当者を指定する等により、
高年齢者労働災害防止対策の実施体制を明確化すること。 

イ 安全衛生委員会等における調査審議等 
 ・安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「安全衛生委員会等」という。）を設けている事

業場においては、高年齢者労働災害防止対策に関する事項を調査審議すること。 
 ・安全衛生委員会等を設けていない事業場においては、高年齢者労働災害防止対策について、労働者

の意見を聴く機会等を通じ、労使で話し合うこと。 

（１）安全衛生管理体制の確立 
 

１．安全衛生管理体制の確立等 

 厚生労働省指針では、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置と

して、次の１から５までに掲げる事項について積極的に取り組むことが必要としています。 

 今回ご紹介している内容は概要となっていますので、詳しくは厚生労働省ホームページに掲載されている

「高年齢者の労働災害防止のための指針（令和８年２月 10日 高年齢者の労働災害防止のための指針公示第１号）」をご確認ください。 
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（２）管理監督者等に対する教育 

 
事業場内で教育を行う者や高年齢者が従事する業務の管理監督者、高年齢者と共に働く各年代の労働者に

対しても、高年齢者の特性と高年齢者に対する安全衛生対策についての教育を行うことが望ましいこと。 

労働安全衛生法で定める雇入れ時等の安全衛生教育、一定の危険有害業務において必要となる技能講習や
特別教育を確実に行うこと。 
高年齢者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、十分

な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用すること。中でも、高年齢者が、再雇用や再就職
等により経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行うこと。 

（１）高年齢者に対する教育 

 

５．安全衛生教育 

３（２）も踏まえ、集団及び個々の高年齢者を対象として、身体機能等の維持向上のための取組を実施す
ることが望ましいこと。 

（３）心身両面にわたる健康保持増進措置 

 

高年齢者に適切な就労の場を提供するため、職場環境の改善を進めるとともに、職場における一定の働き
方のルールを構築するよう努めること。労働者の健康や体力の状況は加齢にしたがって個人差が拡大すると
されており、高年齢者の業務内容の決定に当たっては、個々の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の観
点を踏まえた適合する業務を高年齢者とマッチングさせるよう努め、継続した業務の提供に配慮すること。 

（２）高年齢者の状況に応じた業務の提供 

 

 健康や体力の状況を踏まえて必要に応じ就業上の措置を講じること。 
脳・心臓疾患が起こる確率は加齢にしたがって徐々に増加するとされており、高年齢者については基礎疾

患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じること。 

（１）個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置 

 

４．高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 

健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ず
べき措置に関する指針」（平成 30 年９月７日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第１号）を踏まえた対応をしなければ
ならないことに留意すること。また、労働者の体力の状況の把握に当たっては、個々の労働者に対する不利
益な取扱いを防ぐため、労働者本人の同意の取得方法や労働者の体力の状況に関する情報の取扱方法等の事
業場内手続について安全衛生委員会等や労働者の意見を聴く機会等の場を活用して定める必要があること。 

（３）健康や体力の状況に関する情報の取扱い 
 

 高年齢者の労働災害を防止する観点から、事業者、高年齢者双方が当該高年齢者の体力の状況を客観的に
把握し、事業者はその体力に合った作業に従事させるとともに、高年齢者が自らの身体機能の維持向上に取
り組めるよう、主に高年齢者を対象とした体力チェックを継続的に行うことが望ましいこと。また、身体機
能の低下は高年齢者に限られるものではないことから、事業場の実情に応じて、青年、壮年期から体力チェ
ックを実施することが望ましいこと。 

（２）体力の状況の把握 
 

 労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施すること。その他、健康診断の結果を高
年齢者に通知するに当たり、産業保健スタッフから健康診断項目毎の結果の意味を丁寧に説明する等、高年
齢者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施することが望ましいこと。 

（１）健康状況の把握 
 

３．高年齢者の健康や体力の状況の把握 


